
島 根 県 報

� �

児童福祉法施行細則及び児童等の身元保証に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

����������

児童福祉法施行細則及び児童等の身元保証に関する規則の一部を改正する規則

（児童福祉法施行細則の一部改正）

�	
 児童福祉法施行細則（昭和��年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

第�条中「第�条の規定による同法別表に該当する程度の身体障害がある児童又は別表に掲げる起因疾患別身体障害

である児童でこれを放置するときは将来同法別表に該当する程度の身体障害を残すと認められるもの」を「別表に掲げ

る程度の身体上の障害を有する児童又は現存する疾患を放置するときは将来において同表に掲げる障害と同程度の障害

を残すと認められる児童であって、確実な治療効果を期待できるもの」に改める。

第�条の�中「その者の居住地若しくは現住地を管轄する」を「法第�	条第
項の規定に基づく療育の指導等を実施

する」に改める。

第�条の�中「様式第�号の�による」を削る。

第�条第�号中「若しくは保護受託者」を削り、「指定国立療養所等への」を「法第��条第�項に規定する指定医療

号外第���号 平成��年��月��日 (�)
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児童福祉法施行細則及び児童等の身元保証に関する規則の一部を改正する規則 （青少年家庭課）
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 規則の概要

児童福祉法等の改正に伴い、関係規則について所要の改正を行うこととした。

� 改正の内容

ア 保護受託者制度の廃止に伴う規定の整理

イ 職業指導を行う里親に関する規定及び様式の整備

ウ その他規定の整理

� 改正を要する規則

ア 児童福祉法施行細則

イ 児童等の身元保証に関する規則

� 施行期日

平成��年
月
日から施行することとした。
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島 根 県 報

機関（以下「指定医療機関」という。）への」に、「指定国立療養所等の」を「指定医療機関の」に改める。

第��条第�項中「、保護受託者」を削り、「指定国立療養所等」を「指定医療機関」に改める。

第��条の見出しを「（里親認定又は職業指導里親認定の申請）」に改め、同条第�項中「第�項」の次に「又は第�

項」を加え、同項を同条第�項とし、同条第�項中「前項」を「前�項」に改め、同項を同条第�項とし、同条第�項

の次に次の�項を加える。

� 里親省令第�条第�項（里親省令第�	条、第�
条及び第��条において準用する場合を含む。）に規定する申請書

は、職業指導里親認定申請書（様式第�
号の�）とする。

第��条の�の見出しを「（里親認定又は職業指導里親認定の取消し）」に改め、同条中「第条第�号」を「第条

第�項第�号」に、「認定」を「里親認定」に改め、同条に次の�項を加える。

� 里親省令第条第�項第�号（里親省令第�	条、第�
条及び第��条において準用する場合を含む。）に規定する職

業指導里親認定の取消しの申請は、職業指導里親認定取消申請書（様式第�
号の�）によるものとする。

第��条の�の見出しを「（登録）」に改め、同条第�項中「（様式第�
号の�）」を「（様式第�
号の�）」に改

め、同条第�項中「里親登録簿（様式第��号）により」を「里親登録簿に」に改め、同条第�項中「（様式第�
号の

�）」を「（様式第�
号の�）」に改め、同条第�項中「第��条第�号」を「第��条第�項第�号」に、「（様式第�


号の�）」を「（様式第�
号の�）」に改め、同条第�項を同条第�項とし、同条第�項の次に次の�項を加える。

� 里親省令第��条第�項第�号（里親省令第�
条及び第��条において準用する場合を含む。）に規定する登録の取消

しの申請は、職業指導里親登録取消申請書（様式第�
号の）によるものとする。

第��条の�の見出しを「（継続困難の届出）」に改め、同条に次の�項を加える。

� 里親省令第��条第�項（里親省令第�	条、第�
条及び第��条において準用する場合を含む。）の規定による届出

は、児童職業指導継続困難届出書（様式第��号の�）によるものとする。

第��条を次のように改める。

���� 削除

別表を削る。

様式第�号の�を削る。

様式第��号の�中「指定国立療養所」を「指定医療機関の長」に改め、「、保護受託者」を削る。

様式第�
号の�から様式第�
号の�までを次のように改める。

号外第���号 平成��年��月��日(�)



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月��日 (�)

��������（第��条関係）

里 親 認 定 申 請 書

島根県知事 様

里親の認定を受けたいので、里親の認定等に関する省令第�条第�項（同令第�	条において準用する同令第�条第

�項、同令第�
条において準用する同令第�条第�項又は同令第��条において準用する同令第�条第�項）の規定に

より、次のとおり申請します。

年 月 日

住 所

氏 名 �

申請者 氏 名 �

電 話 番 号

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号

注 � 該当する□に、�印を記入してください。

� 次に掲げる書類を添付してください。

� 申請者及びその同居の家族の履歴書

� 申請者の居住する家屋の平面図

認定を受けようとす
る里親の種類

□養育里親 □親族里親 □短期里親 □専門里親

申
請
者
及
び
そ
の
同
居
の
家
族
の
状
況

フ リ ガ ナ
氏 名

申請者と
の続柄

性別 生年月日（年齢） 職 業 健康状態

申

請

者

年 月 日（ 歳)

年 月 日（ 歳)

同

居

の

家

族

（ 歳）

（ 歳）

（ 歳）

（ 歳）

（ 歳）

（ 歳）

里親になることを希
望する理由

児童に対する希望等



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月��日(�)

��������（第��条関係）

職 業 指 導 里 親 認 定 申 請 書

島根県知事 様

職業指導里親の認定を受けたいので、里親の認定等に関する省令第�条第�項（同令第�	条において準用する同令

第�条第�項、同令第�
条において準用する同令第�条第�項又は同令第��条において準用する同令第�条第�項）

の規定により、次のとおり申請します。

年 月 日

住 所

氏 名 �
申請者

氏 名 �

電 話 番 号

�養育
短期
専門

�
里親登録番号

職 業 指 導 の 内 容

職 場 の 環 境



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月��日 (�)

��������（第��条の�関係）

里 親 認 定 取 消 申 請 書

島根県知事 様

里親の認定の取消しを受けたいので、里親の認定等に関する省令第	条第
項第�号（同令第��条において準用す

る同令第	条第
項第�号、同令第��条において準用する同令第	条第
項第�号又は同令第�条において準用する

同令第	条第
項第�号）の規定により、次のとおり申請します。

年 月 日

住 所

氏 名 �
申請者

氏 名 �

電 話 番 号

注 該当する□に、�印を記入してください。

認定を受けた里親の種類 □養育里親 □親族里親 □短期里親 □専門里親

里親認定の取消しを申請

する理由



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月��日(�)

��������（第��条の�関係）

職 業 指 導 里 親 認 定 取 消 申 請 書

島根県知事 様

職業指導里親の認定の取消しを受けたいので、里親の認定等に関する省令第�条第�項第	号（同令第�
条におい

て準用する同令第�条第�項第	号、同令第��条において準用する同令第�条第�項第	号又は同令第��条において

準用する同令第�条第�項第	号）の規定により、次のとおり申請します。

年 月 日

住 所

氏 名 �
申請者

氏 名 �

電 話 番 号

職業指導里親認定の取

消しを申請する理由



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月��日 (�)

��������（第��条の�関係）

里 親 登 録 申 請 書

島根県知事 様

里親に係る登録を受けたいので、里親の認定等に関する省令第	条（同令第��条において準用する同令第	条又は

同令第�
条において準用する同令第	条）の規定により、次のとおり申請します。

年 月 日

住 所

氏 名 �
申請者

氏 名 �

電 話 番 号

注 � 該当する□に、�印を記入してください。

� 職業指導里親の登録を併せ、又は追加して申請するときは、「職業指導里親認定年月日」を記入してく

ださい。

登録を申請しようとする

里親の種類等

□養育里親 □短期里親 □専門里親

□職業指導里親

里 親 認 定 年 月 日 年 月 日

職業指導里親認定年月日 年 月 日



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月��日(�)

��������（第��条の�関係）

里 親 登 録 更 新 申 請 書

島根県知事 様

里親に係る登録を更新したいので、里親の認定等に関する省令第��条第	項において準用する同令第
条（同令第

��条において準用する同令第
条又は同令第��条において準用する同令第
条）の規定により、次のとおり申請しま

す。

年 月 日

住 所

氏 名 �
申請者

氏 名 �

電 話 番 号

注 該当する□に、�印を記入してください。

登録を更新しようとす

る里親の種類等

□養育里親 □短期里親 □専門里親

□職業指導里親

登 録 番 号



島 根 県 報

様式第��号の�の次に次の�様式を加える。

号外第���号 平成��年��月�	日 (
)



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月��日(��)

��������（第��条の�関係）

里 親 登 録 取 消 申 請 書

島根県知事 様

里親に係る登録の取消しを受けたいので、里親の認定等に関する省令第��条第	項第�号（同令第�
条において準

用する同令第��条第	項第�号又は同令第��条において準用する同令第��条第	項第�号）の規定により、次のとお

り申請します。

年 月 日

住 所

氏 名 �
申請者

氏 名 �

電 話 番 号

注 該当する□に、�印を記入してください。

登録の取消しを申請す

る里親の種類
□養育里親 □短期里親 □専門里親

登録の取消しを申請す

る理由



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月��日 (��)

��������（第��条の�関係）

職 業 指 導 里 親 登 録 取 消 申 請 書

島根県知事 様

職業指導里親に係る登録の取消しを受けたいので、里親の認定等に関する省令第��条第�項第�号（同令第�	条に

おいて準用する同令第��条第�項第�号又は同令第�
条において準用する同令第��条第�項第�号）の規定により、

次のとおり申請します。

年 月 日

住 所

氏 名 �
申請者

氏 名 �

電 話 番 号

職業指導里親認定に係

る登録の取消しを申請

する理由



島 根 県 報

様式第��号から様式第��号の�までを次のように改める。

������ 削除

号外第���号 平成��年��月��日(��)



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月��日 (��)

��������（第��条の�関係）

里 親 登 録 事 項 変 更 届 出 書

島根県知事 様

里親に係る登録を受けている事項について次のとおり変更があったので、里親の認定等に関する省令第��条第�項

（同令第�	条において準用する同令第��条第�項又は同令第�
条において準用する同令第��条第�項）の規定により

届け出ます。

年 月 日

住 所

届出者 氏 名 �

電 話 番 号

注 該当する□に、�印を記入してください。

登録を受けている里親

の種類
□養育里親 □短期里親 □専門里親

変 更 事 項

変 更 前

変 更 後

変 更 年 月 日 年 月 日



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月��日(��)

��������（第��条の�関係）

事 故 発 生 届 出 書

島根県知事 様

里親として養育している児童について次のとおり事故があったので、里親の認定等に関する省令第��条第�項（同

令第�	条において準用する同令第��条第�項、同令第�
条において準用する同令第��条第�項又は同令第��条におい

て準用する同令第��条第�項）の規定により届け出ます。

年 月 日

住 所

届出者 氏 名 �

電 話 番 号

事 故 の あ っ た 児 童

フリガナ 年齢 性別

氏 名

養育を開始した年月日 年 月 日

事故の発生した日時

事故の発生した状況

事故発生後の対処の状況

児 童 の 現 在 の 状 況



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月��日 (��)

��������（第��条の�関係）

児 童 養 育 継 続 困 難 届 出 書

島根県知事 様

里親として児童の養育を継続することが困難となったので、里親の認定等に関する省令第��条第	項（同令第��条

において準用する同令第��条第	項、同令第�
条において準用する同令第��条第	項又は同令第��条において準用す

る同令第��条第	項）の規定により、次のとおり届け出ます。

年 月 日

住 所

届出者 氏 名 �

電 話 番 号

養 育 し て い る 児 童

フリガナ 年齢 性別

氏 名

フリガナ 年齢 性別

氏 名

養育を継続することが困

難となった日
年 月 日

養育を継続することが困

難となった理由



島 根 県 報

様式第��号の�の次に次の�様式を加える。

号外第���号 平成��年��月��日(��)



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月��日 (��)

��������（第��条の�関係）

児 童 職 業 指 導 継 続 困 難 届 出 書

島根県知事 様

職業指導里親として児童の職業指導を継続することが困難となったので、里親の認定等に関する省令第��条第	項

（同令第�
条において準用する同令第��条第	項、同令第��条において準用する同令第��条第	項又は同令第��条に

おいて準用する同令第��条第	項）の規定により、次のとおり届け出ます。

年 月 日

住 所

届出者 氏 名 �

電 話 番 号

職業指導をしている児童

フリガナ 年齢 性別

氏 名

フリガナ 年齢 性別

氏 名

職業指導を継続すること

が困難となった日
年 月 日

職業指導を継続すること

が困難となった理由



平成��年��月��日 印刷
平成��年��月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

(送料共)

島 根 県 報

様式第�	号を次のように改める。

������ 削除

（児童等の身元保証に関する規則の一部改正）

��� 児童等の身元保証に関する規則（昭和
�年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

第�条中「いずれか一に」を「いずれかに」に改め、同条第�号を削り、同条第号中「第�条第�項」を「第�条

第�項」に改め、同号を同条第�号とし、同条第�号を同条第号とする。

第�条第�項第�号中「又は知的障害者援護施設」を削り、同項第�号中「保護受託者又は」を削る。

様式第�号中「又は保護受託者」を削る。

	 


� この規則は、平成��年�月�日から施行する。

� この規則による改正前の児童福祉法施行細則の規定により作成した用紙で、この規則の施行の際現に残存するものの

うち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

号外第���号 平成��年��月��日(��)


